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Ehime Food Innovationコンソーシアム 規約 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 このコンソーシアムは、Ehime Food Innovation コンソーシアム（以下「コ

ンソーシアム」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 コンソーシアムは、愛媛県内の食品関連産業におけるフードテック又はデジ

タルマーケティングを活用したイノベーション創出を図り、ひいては地域経済の活

性化を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) フードテック・ＤＸ化推進実施計画の策定に関する業務 

(2) フードテック又はデジタルマーケティングの認知度向上に向けた普及セミ

ナーや広報の実施に関する業務 

(3) フードテック・ＤＸ化推進実施計画を実施するために必要なその他の業務 

(4) その他コンソーシアムが定める業務 

 

第２章 会員等 

 

（会員） 

第４条 コンソーシアムの会員は、参画会員と支援会員で構成する。このコンソーシ

アムに入会しようとするものは、入会申込書（別紙様式）により入会を申し込むも

のとする。 

(1) 参画会員は、コンソーシアムの取組みの趣旨に賛同し、個別ワーキンググルー

プやセミナー等に参画する企業、団体又は個人とする。 

(2) 支援会員は、会長がコンソーシアムの運営上特に必要と認めたものとする。 

 

 （変更の届出) 

第５条 会員は、その氏名及び住所（会員が団体の場合については、その名称、所在

地及び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なくその旨をコンソーシアムに

届け出なければならない。 
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（脱会） 

第６条 会員は、コンソーシアムに届け出ることによりコンソーシアムを脱会できる

ものとする。 

２ 会員が次の各号の１つに該当するときは、退会したものとみなす。 

(1) 個人として入会した者が、死亡し又は失踪宣告を受けたとき。 

(2) 企業又は団体として入会した者が、解散又は破産したとき。 

 

（会費） 

第７条 会費は当面の間、無料とする。ただし、コンソーシアムにおいて実施する個

別の活動に必要な経費については、その活動に参加する者が応分の負担をするもの

とする。 

 

第３章 役員等 

 

（役員の定数及び選任） 

第８条 コンソーシアムに次の役員を置く。 

(1) 会長１名 

(2) 副会長 若干名 

２ 会長は愛媛県経済労働部産業支援局長の職を持って充てるものとする。 

３ 副会長の選任は会長が推薦し、支援会員の意見に基づいて決定する。 

 

 （役員の職務） 

第９条 会長は、会務を総理し、コンソーシアムを代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が

欠けたときはその職務を行う。 

 

 （役員の任期） 

第 10条 役員の任期は、３事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

 （役員の報酬） 

第 11条 役員は、無報酬とする。 
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第４章 組織等 

 

（総会） 

第 12条 総会は、参画会員及び支援会員をもって構成する。 

２ 総会は、会長がこれを召集する。 

３ 総会の議事運営は、会長が主宰する。 

 （総会の議決事項） 

第 13条 総会は次の事項を決議する。 

(1) 事業計画に関すること。 

(2) 事業報告に関すること。 

(3) その他コンソーシアムの運営に関する重要な事項。 

 

   第５章 ワーキンググループ 

 

（ワーキンググループ） 

第 14 条 コンソーシアムには、必要に応じてワーキンググループをおくことができ

る。 

 

   第６章 事務局 

 

 （事務局） 

第 15 条 コンソーシアムの事務局は、当分の間、公益財団法人えひめ産業振興財団

に置く。 

 

第７章 補足 

 

（その他） 

第 16条 この規約に定めのない事項は、会員の意見を基に会長が別に定める。 

 

附 則 

 

この規約は、令和 3年 11月 24日から施行する。 

 

 

  



4 

 

別紙様式 

 

                                    年  月  日 

 

 Ehime Food Innovationコンソーシアム 会長 様 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者 氏名 

 

 

Ehime Food Innovationコンソーシアム入会申込書(参画会員) 

 

 Ehime Food Innovation コンソーシアム規約の趣旨並びに事業目的に賛同し、規約第 4条

の規定により入会を申込みます。  

また、本申込書に記載した連絡先等について、会員相互の連携を図る目的として、会員名

簿に登載され、かつ同名簿が会員に提供されることについて同意します。 

 

会員の種別 企業(団体等)   ・   個 人 

  

ふ り が な  

商号又は名称  

ふ り が な  

代表者氏名  

所 在 地 
〒   －     

 

電 話 番 号 （     ）   －      

業   種  

担
当
者 

ふりがな  
所 属  

氏  名  

電話番号  FAX番号  

E - m a i l  

 


